
石川県災害ボランティアバンク設置・運営要綱 

 

（目 的） 

第１条 災害時のボランティア募集の迅速化と平時からの災害ボランティアに対す 

 る県民意識の高揚を図るため、石川県災害ボランティアバンク（以下「災害ボラ 

 ンティアバンク」という。）を設置し、災害時、ボランティア活動を行う意志のあ 

る個人・団体（以下「災害ボランティア」という。）を事前に登録することに関

し、 

必要な事項を定め、ボランティア活動の円滑な推進に資することを目的とする。 

 

（設置・運営主体） 

第２条 災害ボランティアバンクの設置・運営主体は、石川県県民文化スポーツ部 

女性活躍・県民協働課（以下「登録機関」という。）とする。 

 

（登録事項） 

第３条 災害ボランティアとして登録する事項は、別表のとおりとする。 

 

（登録要件） 

第４条 災害ボランティアとして登録する個人又は団体は、次の各号の要件をすべ 

 て満たすものとする。 

（１）災害が発生した際に、被災地等でボランティアとして活動する意志のある個 

  人又は団体であること。但し、団体は石川県内に所在する団体に限るものとす

る。 

（２）個人又は団体を構成する者が、登録しようとする年度の４月１日現在で、 

  １５歳以上であること。 

（３）本要綱を遵守する者であること。  

２ 第１項の規定にかかわらず、本要綱施行以後、石川県災害ボランティアコーデ 

 ィネーターとして登録される者は、この要綱に基づいて登録された災害ボランテ 

 ィアとみなす。 

 

（登録手続き） 

第５条 災害ボランティアとして登録を希望する者は、次の各号のいずれかにより 

 登録申込みを行うものとする。 

（１）石川県ホームページの災害ボランティアバンク登録フォームにおいて、必要 

  事項を入力する。 



（２）災害ボランティアバンク登録申込書（様式１）に必要事項を記載の上、登録 

  機関に郵送またはＦＡＸ等により提出する。 

２ 登録機関は、前項の（１）及び（２）により、入力又は提出された登録申込み 

  の必要事項が前条の条件を満たしているか確認し、災害ボランティアバンクへ 

  の登録を行う。 

３ 登録機関は、登録した個人又は団体（以下「登録者」という。）に対し、電子メ 

 ール等で登録された旨を通知する。 

 

（登録者名簿の取扱い） 

第６条 登録機関は、災害ボランティア活動を促進するため、災害ボランティアバ 

 ンク登録者名簿（以下「登録者名簿」という。）を作成する。 

２ 登録機関は、登録者の同意のもとに、登録者名簿を石川県内の災害ボランティ 

 ア関係機関（県庁及び市町防災・災害ボランティア担当課、日本赤十字社石川県支

部、県・市町社会福祉協議会）に提供できるものとする。 

 

（登録の変更） 

第７条 登録者は、登録した事項に変更が生じた場合は、災害ボランティア登録変 

 更届（様式２）を登録機関に速やかに提出するものとする｡ 

 

（登録の抹消） 

第８条 登録機関は次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するこ 

 とができる。 

（１）登録者から、災害ボランティア登録辞退届（様式３）の提出があったとき。 

（２）登録機関が登録者として、不適格と認めたとき。 

 

（登録者への情報提供） 

第９条 登録機関は、次の各号に掲げる情報を、登録者に対して適宜提供する。 

（１）災害発生後における、被災地の災害ボランティア募集情報などを電子メー 

  ルで提供する。 

（２）平常時における、災害ボランティア活動に関連する研修会・訓練の情報など 

  を電子メール又は郵送で提供する。 

 

 

（費用弁償等） 

第 10 条 登録者は、登録機関に対して、ボランティア活動の実施について報酬及び 



 費用弁償を請求することはできない。 

２ 登録者は、登録機関に対して、ボランティア活動中の事故等による損害につい 

 て賠償を求めることはできない。 

３ 登録者は、登録者名簿の提供を原因とするトラブル等について補償を求めるこ 

 とはできない。 

 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、災害ボランティアバンクの設置・運営に関 

 し必要な事項は登録機関が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、 平成２７年 ６月２５日から施行する。 

一部改正   平成２９年 ４月 １日改正 同日施行 

一部改正   令和 ２年 ３月 １日改正 同日施行 

一部改正   令和 ２年 ５月 １２日改正 同日施行 

一部改正   令和 ５年 ４月 １日改正 同日施行 


